
○ SBS方式とは、買い手と売り手の連名による売買同時契約。
○ 現在、米及び飼料麦について、SBS方式を一部導入。
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○ 米については、ミニマム・アクセス（MA)米の枠内で、
外国産米に対する市場評価を踏まえたニーズに応じた輸入
を行う観点から導入。
MA米の年間輸入数量77万トンのうち、SBSにより10万ト

ンを輸入。
○ 飼料麦については、低コストの原料供給を可能とすると
ともに、実需者の個別の需要にきめ細かく対応する観点か
ら導入。
飼料用大麦の年間輸入量115万トンのうち、88万トンを、

飼料用小麦の年間輸入量7万トンの全てをSBSにより輸入。
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